
平成

氏称

年 月 日 火曜日

山
生

介
護居

山 口 県

正公特山雑争

（定期）報

告生救救指 毎

第 号

名
又
は
名

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

口
県
告
示
第
三
百
五
十
九
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当

平
成
二
十
六
年
十
一
月
四
日

宅

介

護

事

業

者

（
会
計
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更

陽
小
野
田
都
市
計
画
風
致
地
区
の
変

報議
行
為
の
通
知
…
…
…
…
…
…
…
…

告 目

次

示活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
介
護
機

急
病
院
で
な
く
な
っ
た
医
療
機
関
（

急
病
院
の
認
定
（
地
域
医
療
推
進
室

定
金
融
機
関
、
指
定
代
理
金
融
機
関

週
火
・
金
曜
日
発
行

名

称

所

在

地

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条

さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指

山
口
県
知

居

宅

介

護

事

業

所

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

の
認
証
の
申
請
（
二
件
）
（
県
民
生
活

更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
都
市

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

示

関
の
指
定
（
三
件
）
（
厚
政
課
）
…
…

地
域
医
療
推
進
室
）
…
…
…
…
…
…
…

）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

及
び
収
納
代
理
金
融
機
関
の
名
称
等
に

種
類

指
定
年
月
日

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
し
た
。

事

村

岡

嗣

政

事
業
の

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

計
画
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

関
す
る
告
示
の
一
部
改

平 成 年
月 日

（火曜日）

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防

居
宅
介
護
支
援
事
業

名

称

主
た
る
事

の
所
在
地

株
式
会
社
サ
ク
ラ

宇
部
市
大

波
八
〇
八

山
口
県
告
示
第
三
百
六
十
一

生
和
会

野
四
二
七
八

一

山
口
県
告
示
第
三
百
六
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護

平
成
二
十
六
年
十
一
月
四

ヒ
ロ

一
八
五
七
の

株
式
会
社
ミ
サ

サ
ン

六
二
の
五
一

有
限
会
社
タ
ケ

ヒ
ロ

一
八
五
七
の

株
式
会
社
ケ
イ

エ
イ
コ
ー
ポ

レ
ー
シ
ョ
ン

周
南
市
大
字

田
二
七
九
一

医
療
法
人
社
団

大
字

株
式
会
社
ケ
イ

エ
イ
コ
ー
ポ

レ
ー
シ
ョ
ン

周
南
市
大
字

田
二
七
九
一

総
合
メ
デ
ィ
カ

ル
株
式
会
社

福
岡
市
中
央

天
神
二
丁
目

四
番
八
号

有

限

会

社

テ
ィ
ー
プ
ラ
ン

長
門
市
東
深

一
四
五
の
五

有
限
会
社
タ
ケ

年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お

山
口

者

居
宅
介
護
支
援

務
所

名

称

所

字
西
岐

の
二
二

ケ
ア
ハ
ウ
ス
桜
ケ

ア
マ
ネ
セ
ン
タ
ー

宇波

号
の

テ
ー
シ
ョ
ン
病

院

山
六
二
六

年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

支
援
計
画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る

日 六

一
八
五
七

ミ
サ
サ
ン
薬
局

六
二
の
五

六

マ
ユ
サ
ン
薬
局

美
祢
市
於

下
三
二
七

六

戸

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

き
ら
き
ら
星

周
南
市
大

田
二
七
九

湯

徳
山
リ
ハ
ビ
リ

大

戸

訪
問
介
護
事
業

所
き
ら
き
ら
星

周
南
市
大

田
二
七
九

区一

そ
う
ご
う
薬
局

中
津
町
店

岩
国
市
中

一
丁
目
一

一
七
号

川

さ
く
ら
薬
局

長
門
市
東

一
四
五
の

わ
か
ば
薬
局

一

四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

り
指
定
し
た
。

県
知
事

村

岡

嗣

政

事
業
所

指
定
年
月
日

在

地

部
市
大
字
西
岐

二
〇
六
八
の
一

平
成
二
六
、

六
、
一

ハ
ビ
リ

テ

ー

シ
ョ
ン

八
、

四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

の
六

一福
町
一
の

字
戸
一

通
所
介

護

九
、
三

字
徳

通
所
リ

字
戸

一

訪
問
介

護

平
成
二
六
、

九
、
三

津
町

九
番

居
宅
療

養
管
理

指
導

一
〇
、

深
川
五

、 二 、 〇 〇一

告

示



平成 年 月 日 火曜日

ラ
イ

砂山
次

一
項

山 口

ヒ
ロ

株
式
エレ
ー

医
療

生
和

社
会

（定期）県 報

総
合
ル
株

有テ
ィ

有
限
ヒ
ロ

株
式
サ
ン

有
限

第 号

介氏称
株
式
エレ
ー

フ
ケ
ア
高

右
田
三
三
四

ホケ

口
県
告
示
第
三
百
六
十
二
号

の
医
療
機
関
は
、
救
急
病
院
等
を

に
規
定
す
る
病
院
で
な
く
な
っ
た

平
成
二
十
六
年
十
一
月
四
日

一
八
五
七
の
六

会
社
ケ
イ

イ
コ
ー
ポ

シ
ョ
ン

周
南
市
大
字
戸

田
二
七
九
一

デき

法
人
社
団

会

大
字
湯

野
四
二
七
八
の

一

徳テ院

福
祉
法
人

防
府
市
大
字
上

特

メ
デ
ィ
カ

式
会
社

福
岡
市
中
央
区

天
神
二
丁
目
一

四
番
八
号

そ中

限

会

社

ー
プ
ラ
ン

長
門
市
東
深
川

一
四
五
の
五

さ

会
社
タ
ケ

一
八
五
七
の
六

わ

会
社
ミ
サ

六
二
の
五
一

ミ

会
社
タ
ケ

マ

平
成
二
十
六
年
十
一
月
四
日

護

予

防

事

業

者

名
又
は
名

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

会
社
ケ
イ

イ
コ
ー
ポ

シ
ョ
ン

周
南
市
大
字
戸

田
二
七
九
一

訪所

山
口
県
知

ー
ム
ラ
イ
フ

ア
高
砂

右
田
三
三
四

定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年

。

下
三
二
七
一
の

六

イ
サ
ー
ビ
ス

ら
き
ら
星

周
南
市
大
字
戸

田
二
七
九
一

山
リ
ハ
ビ
リ

ー
シ
ョ
ン
病

大
字
徳

山
六
二
六

別
養
護
老
人

防
府
市
大
字
上

う
ご
う
薬
局

津
町
店

岩
国
市
中
津
町

一
丁
目
一
九
番

一
七
号

く
ら
薬
局

長
門
市
東
深
川

一
四
五
の
五

か
ば
薬
局

一
八
五
七
の
六

サ
サ
ン
薬
局

六
二
の
五
一

ユ
サ
ン
薬
局

美
祢
市
於
福
町

山
口
県
知

介

護

予

防

事

業

所

名

称

所

在

地

問
介
護
事
業

き
ら
き
ら
星

周
南
市
大
字
戸

田
二
七
九
一

事

村

岡

嗣

政

防
短
期

入
所
生

活
介
護

厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第

介
護
予

防
通
所

介
護

九
、
三
〇

介
護
予

防
通
所

リ
ハ
ビ

リ
テ
ー

シ
ョ
ン

八
、

一

介
護
予

介
護
予

防
居
宅

療
養
管

理
指
導

一
〇
、

一

事

村

岡

嗣

政

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

介
護
予

防
訪
問

介
護

平
成
二
六
、
九
、
三
〇

平
成
二
十
六
年
十
一
月
四

公

（
三
七
一
）
特
定
非
営
利
活
動

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人

変
更
後
の
定
款
は
、
平
成
二

び
山
口
県
下
関
県
民
局
に
お
い

三
年
山
口
県
告
示
第
九
百
三
十

平
成
二
十
六
年
十
一
月
四

三
の
表
中
国
労
働
金
庫
の
項

柳
井
代
理
店
」
に
改
め
、
同
表

「
県
内
に
所
在
す
る
店
舗
」
に

平
成
二
十
六
年
十
一
月
四

名

称

宇
部
興
産
中
央
病
院

宇

山
口
県
告
示
第
三
百
六
十
四

指
定
金
融
機
関
、
指
定
代
理

名

称

宇
部
興
産
株
式
会
社
中
央
病
院

山
口
県
告
示
第
三
百
六
十
三

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

り
、
次
の
病
院
を
救
急
病
院
と

日

山
口

告

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十

の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が

十
六
年
十
二
月
八
日
ま
で
の
間
、

て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

日

山
口

事
務
取
扱
店
の
範
囲
の
欄
中
「

山
口
大
島
農
業
協
同
組
合
の
項
事

改
め
る
。

日

山
口

所

在

部
市
大
字
西
岐
波
七
五
〇

号
金
融
機
関
及
び
収
納
代
理
金
融
機

所

在

宇
部
市
大
字
西
岐
波

号（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八

し
て
認
定
し
た
。

県
知
事

村

岡

嗣

政

請五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

あ
り
ま
し
た
。

山
口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課

正
す
る
。

県
知
事

村

岡

嗣

政

」
を
「
県
内
に
所
在
す
る
店
舗
及

務
取
扱
店
の
範
囲
の
欄
中
「

」

県
知
事

村

岡

嗣

政

地

認
定
が
効
力
を
有
す
る
期

平
成
二
九
、

九
、
三
〇

関
の
名
称
等
に
関
す
る
告
示
（
平

地

七
五
〇

号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に

二

の及 びを 限成 よ

公

告



平成 年 月 日 火曜日

（
三山

準
用

法
第

お
い

に
供

山 口 県

一二

（定期）報

（
三特

と
お変

書
及

課
に

第 号

一二

平
成
二
十
六
年
十
一
月
四
日

七
三
）
山
陽
小
野
田
都
市
計
画
風

陽
小
野
田
市
か
ら
都
市
計
画
法

す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規

十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書

て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二

し
ま
す
。

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
月
十
六
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

特

代

表

者

の

氏

名

荒

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

山

七
二
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款

更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の

び
活
動
予
算
書
は
、
平
成
二
十
六

お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す

平
成
二
十
六
年
十
一
月
四
日

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
月
八
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

特

代

表

者

の

氏

名

児

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

下

山
口
県
知

致
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の

（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）

定
に
よ
る
山
陽
小
野
田
都
市
計

の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
図

山
口
県
知

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

定
非
営
利
活
動
法
人
全
国
生
活

牧

昌
信

口
市
嘉
川
三
五
九
九
番
地
の
四

定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条

の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
り

変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

年
十
二
月
十
六
日
ま
で
の
間
、

。 人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

定
非
営
利
活
動
法
人
下
関
ル
ミ

玉

洋
子

関
市
豊
前
田
町
二
丁
目
二
番
五

事

村

岡

嗣

政

写
し
の
縦
覧

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て

画
風
致
地
区
の
変
更
に
係
る
同

、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に

書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧

事

村

岡

嗣

政

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

習
慣
病
予
防
医
科
学
研
究
所

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

ま
し
た
。

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画

山
口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

エ
ー
ル
会

号

四

概
要

あ
ら
ゆ
る
形
の
争
議
行
為

年
末
一
時
金
の
要
求
に

諸
手
当
の
改
善
の
要
求

労
働
条
件
の
改
善
の
要

二

日
時

平
成
二
十
六
年
十
一
月
四

三

場
所

総
合
病
院
山
口
赤
十
字
病

す
る
全
職
場

争
議
行
為
の
通
知

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二

口
赤
十
字
病
院
労
働
組
合
か
ら

平
成
二
十
六
年
十
一
月
四

一

事
件

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名

山
陽
小
野
田
都
市
計
画
風

二

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市

雑

を
実
施
す
る
。

関
す
る
件

に
関
す
る
件

求
に
関
す
る
件

日
以
降
本
問
題
の
解
決
に
至
る
ま

院
に
お
い
て
山
口
赤
十
字
病
院
労

十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
三

、
次
の
と
お
り
争
議
行
為
を
行
う

日

山
口

称致
地
区
江
汐
風
致
地
区

の
縦
覧
場
所

計
画
課

報

三

で
の
期
間

働
組
合
に
所
属
す
る
組
合
員
が
従

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

旨
の
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

県
知
事

村

岡

嗣

政

事 山

雑

報



平
成
二

平
成
二
十
六
年
十
一
月
四
日
印
刷

十
六
年
十
一
月
四
日
発
行

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知
庁事


